
新   旧   

（別表2－①）   （別表2－①）   

母子家庭等対策総合支援事業内訳書   母子家庭等対策総合支援事業内訳書   

（1）母子家底事故業・自立支援事業（一眼市等就業・自立支援事業）   （1）母子京盛事就業・自立支援事業（一眼市等就業・自立支援事業）   
○事業内容   ○事業内容   

1就業支援事業   1就業支援事業   

2就業支援；薫習会等事業   2故実支援漬習会等事業   

a就業情報提供事業   3 競業情報提供事業   

4 在宅就業推進事業   4 在宅就業推進事秦   

5 母子家屋等地域生活支援事業事業   5 母子家庭等地域生活支援事業事業   

獅費柵相貌師配置   朋門相戦員の配慮   

沃地域の実情に応じて週訳した事業のみを記載し、未実施の事業については記載を要しないこと．   ※地域の実情に応じて過訳した事業のみを紀超し、未実施の事業lこついては記載を要しないこと．   
※事業内容についてルフレソト等の詳細が分かる資料がある場合には、別添として添付すること．   ※事業内容について、パンフレット等の祥細が分かる資料がある壊合には、別蹄として添付すること．   

○経費   
対象；降着美支出相  

○終着  
姦準額   】村象綴菅芙支出書j  基準書t   

経費区分  積算内訳  逢着区分  技量白衣   経費区分  駆棚  耕区分   ⊥出岨   
1札業支援事業 1社業支援事業  1就業文鎮事業 1杜案文援事礫  

2就案文援i薫習余事事業  2就業文鎮三i習会等事業  2社業支援練習会等扇礫 2社業支援三薫習会等事業  

3就業情報提供事業  3枕業情報提供事業  3就業情報提供事業 3就乗付報提供事業  

l自治仕当責－り2．8nn．nOO円   

4在宅社業推漣事業   4在宅就業推進事業  4在宅飲薬推進事業 4在宅眈業推進事業  

5母子京屁等地域生活支援   5母子家庭等地域生活支援 5母子家庭等地域生活支援  

5母子家庭等地域生活支壌   事業   事業 合計額  円l合計額1円   事業   事業 合計額l円一合計額l円   
（注）経動こついては、対象魚贅の区分（報酬、共済費、報償費、貸金、旅費、需用費、役揃費琴）ごとに積算内訳   他）経費については、対象経費の区分（報酬、共済キ、報慣辛、貸金、旅費、需用費、役務費等）ごとに積算内訳   

を記載することとし、例えば「旅軋であれば00駅へ00釈まで往復00円などと祥細に記載すること．   を記癒することとし、例えば「旅費」であれば00釈～00厭！まで往復00円などと洋細に記載すること．   

地域の実情に応じて、通釈した事業のみを記載し、末弟施の事業については把載を葉しないこと．   地域の実情に応じて、渕伏した事業のみを記載し、未実施の事業については記載を要しないこと。  
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新   旧   

（別表2（D）   （別表2－②）   

◎母子家魔自立支接給付金事業   ④母子家庭自立支控削寸金事業   
○事業内容   

事業名  支給件奴等   事業名  支給件敵等   
三盆性数   五姐上皇盟（＿呈腹芸址   

1自立支援敗者訓鯉酎寸金事業   1自立支援教育訓ほ給付金事業   

2し高農技随喜肌た促進旦簑皇某   三組任飽く独l三組里姐L廷月＿数ユ   

三j此L亙性圭比   重亜延性艶（j旦且弘1   肌・こ＿・こご  

〔Ll風量止鹿M且ユ且畳  

三乱鮎配属腹紆  
五呈且吐出   1」軋軋温風転換鼻血は掘地帯｛）  

L2⊥ムニ茎▼支珪偲工二埠金   

※事案内容について，パンフレット等の注細か分かる資料がある場合には、別添として添付すること．  

巌事業内容についていパンフレット等の詳細か分かる資料かある場合には、別添として酎寸すること。  

0経費   ○軽費  

対象経費実支出音声  基準言責   対象経費実支出竜顔  基準富戸   

ほ丹荘分  事柑内訳  経費区分  手相内訳   程賛区分  一貫算内訳  経費区分  事I算内訳   

1．自立支ほ教育訓練給け食事業 1．自立支接致育訓綿給付金事業別に定めるところによる  1．自立支ほ敢育訓練給付金事業 1．自立支援教育訓康給付金事業別に富めるとろによる  

2．▼風鼻技能乱り組促進員逢妻発  L高呈浅慮諷ま電促進長里蔓羞  紬、杢農 才I Lm皿R田エ〈支線迫性鮎  

u⊥鹿妻」且組剋1組促】息貧  灘   
乙【里成L地紋に腹羞拙者   
＿＿」皿山肌底止⊥剋乱隆弘   

出盛   上 中‾    ム上皇   
」三上五竪1日民放並温挽生玉に属ヱ＿生者   

一⊥pLqO且円旦⊥∋臼乱腹致1   

」∠   
＝・・  蘭博昭坦   冨田肩用重言他出跡合音芸 1管用扇田l異地建励金主蓋皿」j過び臼鮎  

2   緒修了一墜金   
」ヱ⊥己廷Ⅰユ1且王鮎巨毘粗旦那lる＿董   

nlnnO円x（   

⊥二止立野拍民浪漫玖但東に属ユ五重  ×巨富は牒‖   

日   

合計餉  円  合計言責  円   甜書員 合計署員 円  

（注〉対敵亭主賞美支出言削二ついてほ∴対象軽業の区分（負担金、補助及び文付会，扶助費）ごとに著1貰内訳を言己戦すること・   （注）対象経甘美支出矧二ついては∴対艶ほ其の区分（負担金、補助及び交付金∴扶助費〉ごとに事l貰内訳を紀戟寸ること・   
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新  旧  

（別表2－③－（1））  
（3）母子自立支援プログラム策定等事業  

（別表2－③－（1））  

（3）母子自立支援プログラム策定等事業   
ア 母子自立支援プログラム策定事業  ア 母子自立支援プログラム策定事業   
○事業内容  ○事業内容   

プログラム策定件数  件  プログラム策定件数  件   

ぅち面接2回以上  件  ぅち面接2回以上  件   

事菓内容  
（できるだけ詳細に記  

事業内容  
（できるだけ詳細に記   

載すること。）  載すること。）   

※事業内容についてノくンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、 ※事業内容について、／くンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、   
別添として添付すること。  別添として添付すること。   

○経費  ○経費  

経費区分   積算内訳  経費区分   積算内訳  

合計額   円  合計額   円  

（注）経費については、対象経費の区分（報酬、賃金、旅費、需用費、役務費、  （注）経費については、対象経費の区分（報酬、貸金、旅費、需用費、役務費、  
委託料等）ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「旅費」であれば00  委託料等）ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「旅費」であれば00  
駅～00駅まで往復00円などと詳細に記載すること。  駅～00駅まで往復00円などと詳細に記載すること。  
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新  旧  

（別表2－③一（2））  l ワ））  
イ就峨準備支援コース事業  イ就職準備支援コース事業  
○事業内容  ○事業内容  

支員 支人員 
（できるだること。）  （できるだること。）  

※事業内容について、パンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、  ※事業内容について、′′くンフレソト等の詳細が分かる資料がある場合には1  

別添として酎寸すること。  別添として添付すること。  

′′又  J又  

経費区分   積算内訳  経費区分   積算内訳   

l l  

円  合計額   円  
合計額  

（注）経費については、対象経費の区分（報酬、貸金、旅費、需用費、役務費、委託料等）  （注）経費については、対象経費の区分（報臥貸金、旅費、需用費、役務費、委託料等）  
ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「旅費」であれば00駅～00駅まで  ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「旅費」であれば00駅～00駅まで  

往復00円などと詳細に記載すること。   往復00円などと詳細に記載すること。  
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番  号  

平成  年  月   日  

別紙様式第5  番  号  

平成  年  月  日  

別紙様式第5  

厚 生 労 働 大 臣 殿  

都道府県知事  

指定都市市長  印  

中核市市長  

母子家庭等対策総合支援事業の事業実績報告について  

厚 生 労 働 大 臣 殿  

都道府県知事  

指定都市市長  印  

中核市市長  

母子家庭等対策総合支援事業の事業実績報告について  

標記について、その事業実績を次のとおり関係書類を添えて報告する。  標記について、その事業実績を次のとおり関係書類を添えて報告する。  

1母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書（別表1）  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金実績調書（別表2）  

3 母子家庭等対策総合支援事業内訳書（別表3）  

添付書類  

（1） 当該年度の歳入歳出決算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出済額を備考欄に  

明記すること。）   

（2） その他参考となる資料   

1母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書（別表1）  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金実績調書（別表2）  

3 母子家庭等対策総合支援事業内訳書（別表3）  

添付書頬  

（1） 当該年度の歳入歳出決算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出済額を備考欄に  

明記すること。）   

（2） その他参考となる資料  



母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書  

l都道血盟脚中信壷為L】＿【  

事  業  名  の転入詔   
8   D_L 蛤事業千  茅付会モの他  墓引p  月見注すの実  す定墨わによ  ‘獣定銅  ▼：：二 三 ・・  国庫ほ助  国庫沌肋  回正絹肋会交   団庫†1勧金  雲引遺 不足謂         （人－ち）  ⊂L  支出詞    もー定謂  丁  T  によろ昭収和   G  基本謂  H  所賢司  付決定司  受入渾i責  X  （K－Ⅰ）  

円   
L   

l■・■コ■■■■  

1／：   

lピー・■重責■センター■事＝  

：  ▼」   
■i■屑九  

指定■市  
ロー生沌王げ暮1    一緒¶分  

l  

／   ／  市■一打分  
■；■円！l  

什宝■▼  
こ匿生浩支揉事業    ・こソ  ＋十1  繋2l ”                           ‾‾‾妄汚  】／Z  

市町村分  ＝工 〉＿  
3／l  

自立文任柏円全事業  
】0／】0  

文揉プログラム策定等事業  

（i己覿上の注意）  

1東雲は、市町村研ヂヰ業【こ対して都道胴県が補助寸る事業（市町村の固持補助事業）並びに都連府鋸甲テう事業（都道府属、指定都市及び中核市の直接補助事業）について以下2、7に基づき・i己入すること・   
なお．市及び袖祉事補所を役暮する町村研吾rr瞼市等就業・自立刃王事業」（市町村の置持補助事業）、「母子芸歴自立丈姥托寸全事業」（市町村の直精神功事業）及び「母子自立支沌プログラム惟軍事業」（市町村の置持補助   

事業）については、別紙様式豪亜こ記入すること．  

2E徹二は、東通知に定める基準頚を柁入すること．  

3F肌こは．各事業ごとにC札工）細及びE経と有比戦して、最も少ない竜Fをi己入すること．  

4瑚こは、平成15年絹1巳日惟児祐乗第0618001号厚生労折尾用均卦児童家庭局言庭福祉課長通知の「母子言庭等日常生汚東経事案の円汁な退官について」の別紙2の長円負担差掛二よる徴収額の合計頚享邑己入すもこと・  

5H恥こけ．各事業ごと（こF恥、′珊差し引いた誘を紀入寸ろこと．  
61拍忙は、H柵の訊こ1／2（母子宗匠自立支I封去月全事業についてほ3／4．母子自立支柱プログラム策定等亭熱二ついては1q／10）を乗した領をi己載すること．（事業ごとに井出された訊こ1・∝）刑未満の樵熱が生した増含は・これを   

切絶て弘のとする．）  

7なお十母子五度等日常生桔支】£事業及びひとり視差庭生活支J£事業の市町村分の各柵乃謂は．別表a乃①及び②の「※1～※4」の令旨†謂を竜己入すること．  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書  
過運虚盟二ま邑亙鉦鼓二史整重畳L－m＿け  

事  業  名  
監事業q  苗付会その他 の収入謂  8  蓋引請 （A－B）  ⊂  対背き主t（フ）芙 更出詞  D  Ⅱ定き準によ る■定謂  巳  運定i青  F  1寧  国庫ほ肋 巫本讃  H  控軒1田軍   国庫ほ劾皇 受入藩輝  X  差引過 ：下足謂 （K－1）  L   

屯■■Jl■土tlt●】■  

t席亭q六・す立夏川tンダー▼■〉  円  円  円 1／2  円  円  

こ厚▼日丁生憎貰1一事嘉  ■■■■ 指定■市 中楼市  

十＋l   

♯虻‖田舟  
】一三義一市  

）艦腹生コ舌文ほ事業    中座亙分  ※3 ㌍ヰ  
市町村弁  

1／2  

ま庭自立支ほほ付会事業  
」 コ′4  

自立支援プログラム！策定等事業  L∠   
L  H   

（i己紙上の注意）  

1禾責ほ．市町村カギテラ事業l二対して都連府県が補助する事業（市町村の閲野補助事業）並びに都道府射qテう事業（都護府軋指定郡市及び中打市の直接補助事業）について以下2、7に享づき・i己人すること・   
なお、市及び捲址事輔所を鯉鷹する町村カギカレ般市等就業・自立支は事乳（市町村の置持補助事凱「母子茶庭自立支ほ相場事乳（市町村の直接補助事業）及び「8子自立封夏プログラム策定等事乳（市町可の直接福助   

事業）についてlま、別紙事業式第戴こ盲己入寸ること．  

2E柵には．太】良知に定める基準領を量己入すること．  

3F聞には、各事業ごとにC軋［：柵及びE珊とを比較して、最も少ない領妄邑己入すること．  

4（〕柵こほ、平成1さ年6月1聞雇児福巽第001β∽l号厚生芳他省雇用均等・児立夏庭局言庭福祉課最新ロが8子吉庭写日官主清文才長事業の円滑な退官について」の別統2の受用負担蚤料二よる徴収調の合計訂を柁入寸もこと・  
5H柵には、各事業ごとlこF恥l蛾更し引いた謂をi己入すること．  

6】柵二ほ、H柵か汎こ1／2（母子玉座自立支I雛引寸主事矧こついては3／4、母子自立支揉プログラム闊達有事業についてほ10／1〔ウキ泉こた諦盲邑己載すにと・（事業ことに算出さhた訊こ1・m円未満の粍妄！か生じた増合は、これを   
切持てるものとする．）  

7なお、母子貢庭等日常生活文枝事業及びひとり親玉露呈桔文娃事業の市町村分の各柵の熟ま、別表a乃①及び①の「※1、※4」の合計雷を盲己入すること．  
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（別表2－（〇）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金実績調書   

（1）母子家庭等日常生活支援事業  （郁遭府鳳名）   

市町村名   は事業買   
▲   8   C   

円   円   円   
D   

円   
E   r   T   

円   円   
G   

円   
H   

円   円   円   
K   

円   
L  

円  

★1   Ⅹ2   

合計  

（記載上の注意〉  

1本喪には、母子家庭等日書生活支援事業のうち、市町村か行う事業に対して榔几が神助する事実（市町村の間接補助事業〉のみモ記入し、軒il府几、指定都市及び中核市の掛補助事業については、   

記入の必要がないこと．く捌肋事業については、別表11こ妃入のこと．〉  

2（：；絹にlも市町村ごとlこA掃からB欄を差し引いた舗せ記入寸ること．  

3E一別こは、市町村＝とに不達如こ定める基準瀾担だ入寸ること．  

4F偶には、市町村ごとにC楕、D橿及びE憎とモ比較して、最も少なl、輝きE入すること．  

5G絹にlと市町村ごとに平成1鉾6月18日産児掛1ざ：01号厚生労船足用均等・児童安息局家庭福祉課暴追知の「母子家庭等日常生活支技事業の円滑な遷宮について」の別紋2仁〉費用負担基準  

によ引放牧群の合計碑モE入すること．  

6H閻には．市町村ごとにF輝かちG憫き彗し引いた恥記入すること．  

7 偶には、H闇の市町村合計挽こ3／4車乗じた‡椎肥入すること．  

8K将には．1阻檀とモ比較して、いすれか少ない方の‡陀記入すること．  

9L尺別こは、K偶の訊こ2／施療じた‡熊記入すること．（1．∝）〇円未満の撒か生じた場合は、これモ切捨てるものと丁る．〉  

（別表2－（∋）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金宝達調書   

餌母子家庭等日常生活支援事業  

市町村名   総事業モ  寄付金その 他の収入鋼   
▲  B   C   D   E   r  G   H   

円   円   円   円   
円  

■■  円   円   

l  l  

／  川  ド1  

※2   

合計  

（馳上の注意）  

1本義には、母子家産等日書生活支雉事業のうち、市町村が行う事業lゴ札．て都道府県か補助する事業（市町村の間接神助事業）のみを記入し．斬遺府鳳、指定叡市及び中核市の直接補助事業については．   

記入の必要がないこと．（蹴神助事業についてIi、別表1に記入のこと．〉  

2q動こは．市町村ごとlこA憫からB称号差し引いた‡椎記入寸ること．  

3E欄には．市町村ごとに不遇知lこ定める抑記入すること．  

4F帽には、市町村ごとにd軋D楕及こFE橋とを比較して．最も少なし一粒記入寸ること．  

5G†軌こは、市町村ごとに平成15年6月18日託児椙晃第061∝01号厚生芳働省雇用均等・児童安息島貫庄福祉課長通知の「母子家庭等日下生活支揺事業の円滑な運苫について」の別帆：戎〉費用負担基準  

による徴収壬≠の合音十顧き紀入寸ること．  

6 H帰には．市町村ごとlこF短かウニ欄を差し引いた！稚記入すること．  

7Ⅰ碗にはH冊の市町村合計鏑に3／4を乗じたi杜記入寸ること．  

8K絹“こは，1猥日間とを比較して、いずれか少ない方の辞を記入すること．  

9L澗には．再訪の3利こy3車乗じた恥記入寸ること．く1．∝0円未満の轍が生じた場合は、これモ切捨てるものとする．）  
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（別表2  

出 ひとり親家庭生活支援事業  （都道府県名）  

市町一寸名  粍事業費   
A  B  C  

円  円  円  
D  E  F  

円  円  円  
G  

円  
H  

円  円  円  

∈⊇  

合喜十  
X3  ※4  

（記載上の注意）  

補助！  

については、記入の必要がないこと．（直接欄助事業についてほ、別表1に記入のこと．）  

2 C偶にl土、市町村＝とにA挽からB欄モ差し引いた讃t記入すること．  

3 E澗には、市町村＝とに本通知に定める基準語を記入すること．  

4 F柘Iには、市町村ごとにC掘、D描】及びE偶とモ比妻葺し．て．最も少ない硝を喜己入すること．  

5 G偶には，F順の市町村合計毛利こ3／4を乗じた‡絶記入了ること．  

61佃には、C閻とH欄とを比較し．て、いすれか少ない方の舗を記入すること．  

7J偶には、】憫の矧こ2／3そ乗じた富戸繕記入すること．（1．000円未満の端歌か生じた場合は、二れ幸切捨てるものとする．）   

（別表三  

出ひとり親家庭生活支援事業  （都道府県名）  

総事業費   

轟  

市町村名     A   寄付金その 他の収入領  B   差引雷亘 （A一己）  C   対象経費の 実支出額  D   算定基準に よる策定盲貞  E   選定絹  F   くFx3／4〉  G   都道ノ何県欄 助踊  H   国産補助基本 請  ■  

（記載上の注意）  

橋助  
については．記入の必要がないこと。（直接補助事業については、別表1に記入のこと。）  

2 Cポ凱こは、市町†寸ごとにAl芯かちB欄モ差し引いた諦を記入すること．  

3 E橋には．市町村ことにオこ通知に定める基準盲弓を記入すること。  

4 F粥訊こほ、市町村ごとにC†臥D聞及びE摘と宴比蒙礼′て、最も少ない硝古記入すること。  

5 G欄には、F闇の市町村合計靖に3／4を索した諦を記入すること．  

6 一幅には、G欄とH摘とモ比妻妾して、いすれか少ない方の富根記入すること，  

7J簡には、Ⅰ順の言削こ2／′3モ乗じた書自室記入寸ること．くl．00こ〉円未満の靖激が生した場合は．これ妄切指てるものとする．）   
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新  旧   

（別表3－①）  （別表3－（》）   

母子家庭等対策総合支援事業内訳書  母子家庭等対策総合支援事業内訳書   

①母子家屋等就業・自立支援事業（母子寮屈等就業・自立文法センター事案）  （D母子家腐事故業・自立支援事業（母子家庭等就業・自立支援センター事業）   
○事業内容  ○事業内容   
1就業支援事業  1就業支竣事業   

2 就業支援講習会等事業  2就業支壌沫習会等事業   

3 就業情報提供事業  3 社業情報提供事業   

4 在宅社業稚漣事業  4在宅放棄推進事業   

5 母子家腫等地域生活支援草葉事業  5母子家庭等地域生活支援事業事業   

養育費専門相銅の配置  養相即棚帥配置   

8 母子真底事故業・自立文鎮センター指導職  6 母子家屋等社業・自立支援センター指導職   
員養成セミナー事業  貝養成セミナー事業   

※事業内容について、パンフレット等の拝細が分かる資料がある堵合には、別添として添付すること．  ※事業内■客について、パンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、Sリ蹄として添付すること．   

○経書  
隷℡【九う｝  墓慕甘1天与I  

○経費  

経費区分   積算内訳   経費区分   
J津曹lズう寸  

積算内所  経費区分   
差益j■「ヌ＋I  

積算内訳   ；陸曹区分   精算内訳  
1社業支援事業  1就業支援事業   1センター当たり  1枕業支援事業  1社業支援事業   1センター当たり  

6，736，000円  6．736，000円  

2就業支援講習会等事業  2社業支援三I習会等事業  1センター当たり  2社業支援！‡習会等事業  2 就業支援講習会等事業  1センター当たり  
8，541，000円  8．541．000円  

3就業情報提供事業  3就業情報世供・事業   1センター当たり  3就業情報提供事案  3 放業情報せ供事業   1センター当たり  

j▲旦7旦．鮎迫8  ＿2止王迫皿通用  

4 在宅社業推進事業  4在宅社業推進事業   1センター当たり  4 在宅就業推進事業  4在宅銑業推進事業   1センター当たり  

2．800．000円  2，000，000円  

5 母子家庭等地域生活支援  5母子家庭等地域生活支壌  1センター当たり  5母子寮鹿等地域生活支援  5母子寮庇等地域生活支援  1センター当たり  

事業  事業   3．359，000円  事業  事業   3．359，000円  

6 母子家庭等敏葉・自立  6 母子家屈等社業・自立  1ブロック当たり  6母子豪庇等就業・自立  6 母子家庭専枕業・自立  1プロッタ当たり  
支援センター指導職員  」一！遁A．姐巴  支援センター指導職員  支捜センター指導職員  
養成セミナー事業  養成セミナー事礫  養成セミナー事業  養成セミナー事業   

合計額   円   合！十硯   円  合雷十額   円   合I十研   円  

（注）経動こついては、対象経費の区分（報酬、共済費、報償費、賃金、旅費、需用費、役務看等）ごとに積算内訳を記載す  （注）昆賛については、対象経費の区分（報酬、共済警、報償手、賃金、旅費、需用熱投摸費等）ごとに積算内訳を妃絶す  
る土ととし、例えば「旅費Jであれば00厭－00釈まで往復00円などと詳細に妃鼓すること．  ることとし、例えば「旅軌であれば00駅～00飲まで往欄00円などと祥細に紀鮭ナること．   

皐
の
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（別表3－②）  （別表3一②）   

②母子家庭等日常生活支援事業  ②母子家庭等日常生活支援事業  
部綱県潮寸名＝  

庵）本表は、市町村事案として実施する場合には、市町村ごとに別葉に作成すること。  （注）本表は、市町村事業として実施する場合には、市町村ごとに別葉に作成すること．   

家庭生活派遣家庭家庭生活支墳員派遣延べ回教  区分 
家庭生暗派遣家庭家庭生活支鮎派遣延べ  

区分 

社会的事由を理由とする世帯  社会的事由を理由とする世帯 

自立促速に必要な事由を理由  自立促漣に必要な事由を理由  
とする世帯   とする世帯  

生活環境が激変し日常生活を  生活環境が激変し日常生悟を  
営むのに特に大きな文暗が生   営むのに特に大きな支障が生  
じていう世帯   じている世帯  

件  回  合計件数  件  回  合計 件敬  

崇 ＝＝．l：  対象経費支出予定額  巴 ＝†≡  対象経費支出予定額  

達費区分   積算内訳  経費区分   精算内訳  経費区分  積算内訳  梶費区分   精算内訳  
1事務費   1か所当たり 131．000円  1事拷着  1か所当たり131000円  

2派遣手当  2派遣手当  

（1）子育て文拉  （1）子育て支援  

ア深夜、早朝以外の通常  ア深夜、早朝以外の通常  

勤務時間  劾携時間  

イ三善習全会塘等  イ三露習全会媛等  

ウ早朝、深夜等  ウ早朝、深夜等  

エ宿泊分  エ宿泊分  

オ移動時問  オ移動時間  

（2）生活援助  （2）生活援助  

ア深夜、早朝以外の通常  ア深夜、早朝以外の通常  

勤轄時間  勃棟時間  

イ早朝、深夜等  イ早朝、深夜等  

ウ移動時間  ウ移動時間  

円  合計額   円   合ヲ十額   円  倉吉十額   円   合計額  

は1）経営については、対象経費の区分（報酬、賃金、旅費、需用費、役務費等）ごとに稗夷内訳を記載することとし、  （注1鳩費については、対象経費の区分（軸臥賃金、旅費・需用費、役賄費等）ごとに摘草内訳を記鼓することとし、  
例えば「旅軌であれば00駅～00駅まで往復00円などと詳細に記載すること。  例えば傾軌であれば00駅～00即ほで往復00円などと詳細に取組すること■  

（注2）基準訝については、各々の区分ごとに計算式に基づき詳細に記載すること。  （注2）基準矧こついては、各々の区分ごとに計算式に基づき洋細に記載すること。  



新  旧   

（別表3－（∋）  （別表3－③   

③ひとり親家庭生活支援事業  （∋ひとり親家庭生活支援事業   
、、鳳・高好一村名 ・ 打T‡寸条 

（注）本表は、市町村事業として実施する場合には、市町村ごとに別其に作成すること．  （注）本表は、市町村事業として実施する鳩舎にlよ、市町村ごとに別業に作成すること．   

n＃蓋内吏   

芋茎名  書璽内女   

1生活支援講習会  1生活支接講習会   

2 健康支緩事業  2 健康支柱事業   

3 土日・夜間電路相技事業  3 土日・攻閉篭諸相技事業   

4 児童相聞維助事業  4 児童拝聞援助事業   

5 ひとり親家庭情報交換手菓  5 ひとり朝軍温情報交換事業   

X事業内容についてノくンフレット．事業計画書等の詳細が分かる資料がある場合には、  X事業内容についてノくンフレット．事業計画書等の甘粕が分かる資料がある場合には．   
別添として節付丁ること．  別添として添付すること．   

01手管   

対象種井貫出予定拝  基準音声  

経費区分   根菜内訳   経費区分   Il芸内訳  

1生活支撞講習会  1生活支は払習会   198，000円×（講座開催回社）  

2 健康支耗事業  2 健康支揺事業   934，000円  

3 土日・夜間竜王舌根鮫事業  3 土日・夜間電拓相談事業  3 土日・夜間t指相扶事業  2．616，000円  

4 児童捕閉経助事業  4 児童訪問緩助事業   01回の訪問か1日の場合  4 児童拝聞維助事業  4 児童訪問援助事   く⊃1日ど方間が1日の□  

乙．脱臼X（訪問延回叡）  L4旦q8×く訪問廷回叡〉  

01回の訪問か半日の場合  01回の摘間が半日の鳩舎  
4止1且田X（相同廷回劇）  Ⅷ且田×く拝聞廷回緻）  

云ひとり横家庭情報交換事壷  5 ひとり損家庭情姐交換事業  5ひとり朝霞腐情事   

‖   

合什頂   円   合計l員   円  

（注）軽費について軋対象ほ費の区分（報乱舞金．旅費，需用費、役精算等）ごとに廿耳内訳モ妃載することとし （注）経費については、対象糧費の区分（報酬、賞金、旅費．需用費、役精算等）ごとにIl貰内訳モ妃較することとし，  
例えば「万策費Jであれif00駅、00劇はで往闇00円などと粗軌こ記載すること．  例えば「方諸費」てあれは00朋～00邪まて注視00円などと払恥こ記載すること．   

阜
0
0
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（別表3－（む）   （別表3－④）   

◎母子買屈自立支緩給付金事業   ⑥申子家庭自立支捷給付金事業   
○事業内容   ∩事業声l雲   

事業名  支給件妻女等   事業名  支給件数等   
三絵組数   五絵＿隆致胤重出   

1自立支援微音紺闇購付金事業   1自立支援教育訓鯉給付金事業   

L高菜技能訓£腿星雲   支払鮎軋長塩姐  支冶延性並u生月j出   

五里註且扱（＿真性呈出】五組曳⊥廷月汲1   フ慕昔指闘1曹侶推拍苫  

Ll⊥高二等枝盛組紋促進員   

三絶佳剋   3＿旦且屁且転換組過温正金1  

（2上A主立捜腹ヱ＝塵金   

※事業内容について仁パンフレット等の注細が分かる資料がある場合には、別添として番付すること．  

三Ⅰ三事業西谷について、／くンフレソト等の往細が分かる資料かある場合には、別梼として謙付すること。  

0緩資   ○経費  

対象車重責実支出音詩  基準有戸   対象控賛美支出硝  基準‡貞   

ほ貫区分  I貞箕内訳  桂質区分  i貴葺内訳   桔斉区分  事l頁内訳  撞着区分  fl貰内訳   

1．自立支ほ教育訓丑給付金事業 1．自立支托教育訓練給付金事業別に定めるところによる  1．自立支援数育訓練給付金事業 1．自立支嬢教育訓練給付金事業別に定めるところによる  

乙脳邑≡1蟻k促進鰯雲  之」産室並＿組剋1既＿促進且象皇室  2」嵐簑】ま能j皿組足並皇室羞 フ哀別古紡！‖l一腹進呈き雇 1血」j臼＆延住血．  

Llユ應農技監鮎息たM  山⊥風量妓鹿且丑絶息ユ且畳   
Z⊥空威1且星Mに隆男と見地」た麦   
＿＿一L鮎」迫0月さ＿eたj皿   

L」至威乙弧級Lこ蛙某と凶遁」∠こ量   
」n五町Jl艮悦j巨毘挽世是に尾エる＿者   

一皿⊂姐後室址   
」」ユ責旦1王1艮戊諸政世登に尾エi者   

＿ 」 L▲励瓜田エ⊥五旺後釜址   岩沌建取合喜美 ユ血（∃び註▼性故ユ  

（之D．室長捜度ユニ睦金  1之Lゝ羊支捜蛙工二時金   
（7）7右打Tl寸悍紺韮…￥押付  ‾   

×（苔l合体加1   

」（∠⊥正弘1壬丘盟粍現世覆に屈iろ＿者  」一－」i」鮎凪巴ヱ⊥支払性圭址   

・・   

合計踊  円  合計硝  円   合計詣 円 合計諦 円  

（注）対象性質実支出絹についてほ、対象ほ賢の区分（章＝旦乱調助及び交付金∴扶助贅）ごとに事l算内訳を記赦すること．   く注）対象経賛美支出挽こついては、対象経費の正分（負担金∴補助及び交付金」服肋責〉ごとに†入貢内訳を記載すること．   

♪
∽
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（別表3－⑤－（1））  （別表3－⑤－（1））   

⑤母子自立支援プログラム策定等事業  （9母子自立支援プログラム策定等事業   
（1）母子自立支援プログラム策定事業  （1）母子自立支援プログラム策定事業   
○事業内容  ○事業内容   

プログラム策定件数  件  プログラム策定件数  件   

ぅち面接2回以上  件  ぅち面接2回以上  件   

事業内容  事業内容   
（できるだけ詳細に記  （できるだけ詳細に記   

載すること。）  載すること。）   

※事業内容について、パンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、  ※事業内容について、パンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、   
別添として添付すること。  別添として添付すること。   

○経費  ○経費  

経費区分   積算内訳  経費区分   積算内訳  

合計額   円  合計額   円  

（注）経費については、対象経費の区分（報酬、貸金、旅費、需用費、役按費、   （注）経費については、対象経費の区分（報酬、貸金、旅費、需用費、役務費、   

委託料等）ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「旅費」であれば00  委託料等）ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「旅費」であれば00  

駅～00疲まで往復00円などと詳細に記載すること。  駅～00駅まで往復00円などと詳細に記載すること。   

∽
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新  旧   

（別表3－⑤一（2））  （別表3－⑤－（2））   

（2）就職準備支援コース事業  （2）就職準備支援コース事業  

○事業内容  ○事業内容  

支援美人見  主な事業内容  支援実人員  主な事業内容  

（人） （できるだけ詳細に記載すること。）   （人） （できるだけ詳細に記載すること。）  

※事業内容について、パンフレット、事業計画書等の詳細が分かる資料がある場合には、  ※事業内容について、パンフレット、事業計画書等の詳細が分かる資料がある場合には、  

別添として添付すること。  別添として添付すること。  

○経費   

経費区分   積算内訳  経費区分   積算内訳  

円  合計額   円  合計額  

（注）経費については、対象経費の区分（報酬、貸金、旅費、需用費、役務費、委託料等）  （注）経費については、対象経費の区分（報酬、貸金、旅費、常用費、役務費、委託料等）  
ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「方ほ」であれば00駅～00駅まで  ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「旅費」であれば00駅～00駅まで  

往復00円などと詳細に記載すること。   往復00円などと詳細に記載すること。  

∽
一
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（案）  

雇児発第※※※※※号  

平成21年※月※※日  

各 都道府県知事 殿  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

人身取引被害者及び外国人DV被害者を支援する  

専門通訳者養成研修事業の実施について   

婦人保護事業の推進については、かねてから特段の御配意を煩わしている  

ところであるが、人身取引及び配偶者からの暴力（以下「DV」という。）  

に関する専門的な知識を持った通訳者を養成研修することにより、人身取引  

被害者及び外国人DV被害者の適切な支援を確保するため、今般、別紙のと  

おり実施要綱を定め、平成21年度から実施することとしたので、その適正  

かつ円滑な実施を期されたく通知する。   

なお、この通知については、婦人相談所に対し、貴職からこの旨周知され  

るようお願いするとともに、地方自治法（昭和22年法律第67号）第24  

5条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添える。  
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別紙  

人身取引被害者及び外国人DV被害者を支援する  

専門通訳者養成研修事業の実施要綱   

1 目的  

人身取引被害者や配偶者からの暴力（以下「DV」という。）を受けた外国人   

（以下「人身取引被害者等」という。）の相談、一時保護等の支援を行う婦人相  

談所等の現場において、専門的知識に裏づけられた適切な通訳が行われること  

は、必要不可欠なことである。  

このため、人身取引及びDVに関する専門的な知識を持った通訳者の養成研  

修を実施することにより、人身取引被害者等への支援を確保することを目的と  

する。   

2 実施主体  

本事業の実施主体は、都道府県とする。なお、都道府県は、当該事業を適切  

に実施することができると認めた者に委託して実施することができる。   

3 研修対象者  
次のいずれにも該当する者とする。   

（1） 基礎的な通訳能力のある者   
（2） 研修終了後当該都道府県に通訳者として登録し、通訳活動を行う意思が  

ある者   

（3） 本研修の他、人身取引被害者等支援に係る研修等に参加可能な者   

4 実施内容   

（1） 研修講師  

講師は次の者とすることを原則とする。  

① 婦人相談所及び関係機関の職員  

② 人身取引被害者等への支援に取り組んでいる司法、心理等の専門家  

③ 人身取引被害者等への支援に取り組んでいる国際機関や民間団体職員   

（2）研修の方法及び内容  

① 講義及び演習により行う。  

② 日程はおおむね3日間で行うとするが、受講者の負担を考慮し弾力的に設  

定する。  

③ 講義及び演習は、以下の内容の研修を行う。  

ア 外国人に関する日本の諸制度に関すること  

イ 人身取引の基礎知識に関すること  

ウ DVの基礎知識に関すること  

エ 人身取引被害者の理解と支援に関すること  

．オ DV被害者の理解と支援に関すること  

カ 女性、子ども、外国人の人権に関すること  

キ 通訳者としての守秘義務等の心構えに関すること  

ク ロールプレイ及び事例検討  
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5 専門通訳者の登録  

本研修を修了し、通訳活動を行う意思のある者は、当該都道府県に登録する。   

（別添参照）   

6 事業実施の留意点等  

（1） 本事業の実施に当たっては、地方入国管理局、国際交流協会、民間団体  

等関係機関と連携を密にするとともに、各都道府県のホームページやポス  

ター等を活用しながら、本研修に関する情報の提供を図ること。  

（2） 本研修において、個別事例を提示する際は、被害者が特定されるような  

ことのないよう個人情報の取扱いには十分配慮すること。   

7 国の助成  

国は、都道府県が本事業のために支出した経費について、予算の範囲内にお   

いて別に定めるところにより補助するものとする。  
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別添（様式例）  

登録申請書  

平成  年  月   日   

当該都道府県婦人相談所長 様  

氏  名  

生 年 月 日  （西暦）  年  月  日（  歳）   

T   

住  所  

連 絡 先  （自宅）  （携帯）   

通訳可能言語  第一言語  第二言語等  

通 訳 経 験  

1．平日（月～金）  から  まで  

活動可能時間  曜日  時間          2，休日（土、日、祝日）  から  まで  

3．特定曜日  から  まで   
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